
 
 

 

 

 

 

 

第４章 宅地造成給水工事  
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１ 用語の定義 

 

（ １ ） 宅 地  

農 地 、採 草 放 牧 地 及 び 森 林 並 び に 道 路 、公 園 、河 川 そ の 他 政 令 で 定 め る 公 共

の 用 に 供 す る 施 設 の 用 に 供 さ れ て い る 土 地 以 外 の 土 地 を い う 。  

（ ２ ） 宅 地 造 成  

宅 地 以 外 の 土 地 を 宅 地 に す る た め 又 は 宅 地 に お い て 行 う 土 地 の 形 質 の 変 更

で 、政 令 で 定 め る も の（ 宅 地 を 宅 地 以 外 の 土 地 に す る た め に 行 う も の を 除 く 。）

を い う 。  

（ ３ ） 造 成 宅 地  

宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 が 施 行 さ れ た 宅 地 を い う 。  

（ 参 考 ） 宅 地 造 成 等 規 制 法 （ 昭 和 3 6 年 1 1 月 7 日 法 律 第 1 9 1 号 ）  

最 終 改 正 ： 令 和 4 年 1 2 月 2 0 日 法 律 第 5 5 号  よ り  

（ ４ ） 給 水 装 置  

需 要 者 に 水 を 供 給 す る た め に 新 居 浜 市 が 施 設 し た 配 水 管 か ら 分 岐 し て 設 け

た 給 水 管 及 び こ れ に 直 結 す る 給 水 用 具 を い う 。ま た 、他 の 所 有 者 の 給 水 装 置（ 量

水 器 一 次 側 ）か ら 分 岐 し て 設 け た 給 水 管 及 び 給 水 用 具 は 、独 立 し た 給 水 装 置 と

な る 。  

（ ５ ） 給 水 共 同 管  

配 水 管 か ら 分 岐 す る 給 水 管 の う ち 、 複 数 の 給 水 装 置 が 分 岐 す る 給 水 管 を い

う 。  

（ ６ ） 開 発 行 為  

  主 と し て 建 築 物 の 建 築 又 は 特 定 工 作 物 の 建 設 の よ う に 供 す る 目 的 で 行 う 土 地

の 区 画 形 質 の 変 更 を い う 。 新 居 浜 市 の 開 発 行 為 の 基 準 は 、 開 発 許 可 申 請 の 手 引

き に よ る 。 【 参 照 ： 開 発 許 可 申 請 の 手 引 き  新 居 浜 市  令 和 4 年 4 月 改 定 】  

 

２ 宅地造成給水工事の定義 

 

宅 地 造 成 給 水 工 事 に 該 当 す る 給 水 工 事 は 、止 水 栓 、伸 縮 止 水 栓 及 び 量 水 器 等 を

設 置 せ ず 、 宅 地 内 に 引 き 込 み し た 給 水 管 末 端 に キ ャ ッ プ 打 ち で 工 事 終 了 と す る も

の で 、 以 下 の と お り と す る 。  

（ １ ） 宅 地 以 外 の 土 地 を 宅 地 に す る た め に 行 わ れ る 工 事 に 伴 う 給 水 工 事  
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（ ２ ） 既 存 宅 地 の 形 質 の 変 更 （ 切 土 、 盛 土 ） を 行 う 工 事 に お け る 給 水 工 事  

（ ３ ） 既 存 宅 地 を 分 割 し 、 分 筆 登 記 し た 上 で 、 境 界 コ ン ク リ ー ト 等 永 続 性 の あ る

構 造 物 に よ っ て 土 地 境 界 を 明 示 す る 工 事 に お け る 給 水 工 事  

注 １ ） 給 水 装 置 を 有 す る 既 存 宅 地 を 更 地 に し た も の や 分 筆 登 記 し た 境 界 を 永 続

的 に 明 示 す る 構 造 物 の な い 宅 地 に つ い て は 、 宅 地 造 成 と は 見 な さ れ な い た

め 、 こ れ ら の 宅 地 に 給 水 工 事 を 行 う 場 合 は 、 給 水 装 置 と し て 止 水 栓 、 伸 縮 止

水 栓 、 量 水 器 及 び 給 水 栓 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。   

注 ２ ） 申 込 は 、 配 水 管 又 は 既 存 給 水 管 か ら の 分 岐 ご と に 行 う こ と 。  
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３ 提出書類 

 宅 地 造 成 給 水 工 事 に お い て 、 給 水 工 事 申 込 書 以 外 に 必 要 な 提 出 書 類 は 下 表 の と

お り で あ る 。  

提   出   書   類  

宅 地 造 成  

３ 区 画  

以 上  

２ 区 画  

以 下  

申 込 時  

給 水 承 認 申 請 書  （ P4-7）  
○  

× 

位 置 図  × 

開 発 行 為 許 可 書 （ 写 ）  
○ 注 1  ○ 注 1  

各 管 理 予 定 者 と の 協 議 経 過 書 （ 写 ）  

平 面 図 、 詳 細 図  ○  × 

水 理 計 算 書  ○  △ 注 2  

工 事 着 手 時  

工 事 着 手 届    （ P4-8）  ○  × 

誓 約 書      （ P4-9）  

○  × 
給 水 装 置 管 理 人 届 （ P4-10,11）  

工 事 完 了 時  

工 事 完 了 届    （ P4-12）  

○  

× 

完 成 図  Ａ ３ を １ 部  

× 制 水 弁 台 帳  

Ｃ Ａ Ｄ デ ー タ  

寄 付 採 納 願 、 給 水 管 管 理 申 込 書 （ P4-13～ 16）  △ 注 3  △ 注 3  

  注 １ ） 開 発 許 可 を 受 け て い る も の に つ い て 提 出 す る 。  

注 ２ ） 局 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 添 付 す る こ と 。  

  注 ３ ） 開 発 行 為 に お い て 布 設 す る 給 水 共 同 管 で 、 開 発 道 路 を 新 居 浜 市 に 帰 属

す る も の に つ い て は 、 合 わ せ て 給 水 共 同 管 も 寄 付 す る こ と が で き る 。  

     ま た 、 開 発 行 為 に よ ら ず 布 設 す る 給 水 共 同 管 に お い て も 、 基 準 を 満 た

す も の に つ い て は 、 寄 附 採 納 又 は 管 理 申 込 を す る こ と が で き る 。 ２ 区

画 以 下 の 場 合 で 申 し 込 む 場 合 は 、 完 成 図 等 管 理 用 図 面 を 必 要 と す る 。  
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（ １ ） 書 類 提 出 に お け る 注 意 点  

ア  工 事 着 手 届 は 給 水 工 事 承 認 後 に 提 出 す る も の と し 、 工 事 着 手 届 を 提 出 す

る 際 に 、 上 下 水 道 局 と 工 事 工 程 に つ い て 十 分 協 議 し 、 材 料 検 査 、 洗 管 等 の

局 職 員 の 立 会 に つ い て 日 程 等 の 打 合 せ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

イ  工 事 施 工 中 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 工 事 を 一 時 中 断 し 、 速 や か に 上 下 水 道

局 と 協 議 を し 、 変 更 内 容 に つ い て 承 認 を 得 た 上 で 施 工 す る こ と 。  

ウ  変 更 内 容 に つ い て は 給 水 工 事 協 議 書 に よ り 変 更 内 容 の 協 議 録 を 後 日 提 出

し 、 上 下 水 道 局 と の 変 更 協 議 に つ い て 内 容 の 確 認 を と っ て お く こ と 。 工 事

申 込 時 の 施 工 内 容 と 異 な る 施 工 に つ い て 、 給 水 工 事 協 議 書 に よ る 確 認 が 出

来 な い 場 合 は 修 正 工 事 、 再 施 工 等 を 指 示 す る 場 合 が あ る の で 、 十 分 に 留 意

す る こ と 。  

エ  工 事 完 了 後 は 工 事 完 了 届 を 速 や か に 提 出 す る と と も に 検 査 依 頼 を 行 う こ

と 。  

オ  水 理 計 算 書 は 第 2 章 の 簡 易 的 な 水 理 計 算 書 で も 可 と す る 。  

 

（ ２ ） 平 面 図 及 び 詳 細 図 に つ い て  

ア  平 面 図  

（ ア ） 宅 地 造 成 給 水 工 事 に 関 す る 平 面 図 の 縮 尺 は S = 1 : 5 0 0  を 基 準 と す る 。 造

成 区 域 の 規 模 に よ っ て は 上 下 水 道 局 と 協 議 の 上 、 縮 尺 の 変 更 を 認 め る 。  

（ イ ） 平 面 図 の サ イ ズ は A 3 を 基 準 と す る 。 造 成 区 域 の 規 模 に よ っ て は 、 A 2

若 し く は A 1 に よ り 作 成 す る こ と 。  

（ ウ ） 平 面 図 に は 図 面 上 部 に 工 事 の タ イ ト ル 、 右 下 に 給 水 申 込 番 号 、 申 込 者

氏 名 、 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 名 及 び 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 名 を 記 載

す る こ と 。  

（ エ ） 平 面 図 に は 位 置 図 、 管 割 図 、 道 路 横 断 面 図 、 標 準 断 面 図 を 併 記 す る こ

と 。  

（ オ ） 制 水 弁 を 設 置 す る 場 合 、 配 水 管 の 分 岐 か ら 制 水 弁 ま で の 布 設 状 況 を 示

す 横 断 面 図 及 び 管 割 図 を 作 成 す る こ と 。  

（ カ ） 分 岐 す る 配 水 管 と 造 成 地 が 離 れ て い る 場 合 、 公 道 等 に 縦 断 的 に 布 設 さ

れ た 給 水 管 に つ い て も 同 様 に 平 面 図 に 記 入 す る こ と 。  

（ キ ） 宅 地 造 成 給 水 工 事 に よ り 施 工 す る 給 水 管 及 び 当 該 工 事 に よ り 支 障 と な

る 場 合 の 配 水 管 布 設 替 に つ い て は 他 の 線 よ り も 太 め の 赤 の 実 線 で 描 画
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し 、 給 水 管 又 は 配 水 管 の 区 分 、 管 種 、 口 径 、 土 被 り 等 に 関 す る 情 報 を 旗

揚 げ し 明 記 す る こ と 。旗 揚 げ の 線 及 び 情 報 を 明 記 し た 文 字 の 色 は 赤 と し 、

旗 揚 げ の 線 は 給 水 管 等 の 表 示 線 よ り も 細 め の 線 で 描 く こ と 。  

（ ク ） 分 岐 し よ う と す る 既 設 配 水 管 は 中 程 度 の 黒 の 実 線 で 描 画 し 、 管 種 、 口

径 、 土 被 り を 管 延 長 方 向 に 記 入 す る こ と 。  

（ ケ ） 分 岐 し よ う と す る 配 水 管 の 道 路 上 の 位 置 に つ い て 、 道 路 端 か ら の 離 隔

等 を 確 認 で き る 場 合 は 記 入 す る こ と 。  

（ コ ） 宅 地 造 成 に 伴 い 既 設 又 は 新 設 さ れ る 雨 汚 水 施 設 等 の 地 下 埋 設 物 を 細 め

の 黒 実 線 で 記 入 し 、線 方 向 に 施 設 名 、管 種 管 径 、土 被 り を 記 入 す る こ と 。 

（ サ ） 給 水 計 画 は 、 （ コ ） で 判 明 し て い る 他 の 地 下 埋 設 物 と 計 画 す る 給 水 管

と の 離 隔 を 十 分 考 慮 し て 設 計 し 、 作 図 す る こ と 。  

（ シ ） 平 面 図 及 び 完 成 図 の 作 成 に あ た っ て は 「 平 面 図 及 び 完 成 図 レ イ ア ウ

ト 」 （ P4-6） を 参 考 に 作 成 す る こ と 。  

（ ス ）そ の 他 平 面 図 の 作 成 に お い て 不 明 な 点 は 上 下 水 道 局 と 協 議 す る こ と 。 

 

イ  詳 細 図  

（ ア ） 地 形 的 な 条 件 、 他 の 地 下 埋 設 物 が 輻 輳 し て い る 等 、 平 面 図 で は 描 画

し き れ な い 配 管 上 留 意 す る 部 分 （ 下 水 マ ン ホ ー ル と の 離 隔 、 不 断 水 分

岐 箇 所 に お け る 機 器 の 設 置 ス ペ ー ス 、 水 路 の 下 越 し 部 等 ） に つ い て 詳

細 図 を 添 付 す る こ と 。  

（ イ ）詳 細 図 の 縮 尺 は 1 / 1 0 0 を 基 準 と し 、必 要 に 応 じ て 縮 尺 の 変 更 を 行 う こ

と 。  

（ ウ ） 詳 細 図 の レ イ ア ウ ト に つ い て は 平 面 図 作 成 の レ イ ア ウ ト を 参 考 と す

る こ と 。  
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平面図及び完成図レイアウト  
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  年   月   日  

 

（ 宛 先 ）  新 居 浜 市 長  

 

申 込 人 住 所  

 

   氏 名  

 

 

給  水  承  認  申  請  書  
 

当 申 請 場 所 へ 給 水 を お 願 い し た い の で 、 次 の と お り 申 請 い た し ま す 。  

 

記  

 

１ ．  目 的 

 

２ ．  場 所 

 

３ ．  造 成 面 積  

 

４ ．  造 成 計 画 年 度 

 

 

５ ．  建 築 計 画 戸 数  

 

６ ．  年度別建築戸数 

 

 

７ ．  位置図・平面図 

 

８ ．  そ の 他 
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工  事  着  手  届  

 

 

（ 宛 先 ）  新 居 浜 市 上 下 水 道 局 長  

 

申 込 人  

 

業 者 名  

 

 

１ ． 申 込 番 号      （ 上 、 西 、 東 ）   －  

 

２ ． 工 事 名 

 

３ ． 場 所         町     丁 目     番     号  

                            番 地  

 

４ ． 工 期      自      年   月   日  

              至      年   月   日  

 

５ ． 工 事 責 任 技 術 者 名  

 

６ ． 工 事 内 容 

 

 

 

 

 

係 名  係  係 長  副 課 長  

主 幹  

・  

技 幹  

課 長  

給  水  

管 理 係  
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誓 約 書  
 

 

（宛先）  新居浜市上下水道局長  

 

 

 

 新 居 浜 市     町     造 成 地 給 水 工 事 完 成 後 の 維 持 管 理 及 び 修

理費等の一切の責任は申請人において解決いたします。  

 なお、漏水等における修理については、下記の業者が対応いたします。 

 

 

  年   月   日    

 

 

 

申請人住所              

 

 

申請人氏名              

 

 

修理業者名              
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給水装置管理人    届                       

変 更 届  

受  付  

  年   月   日  

給 水 装 置  

所 在 地  
新 居 浜 市  

給 水 装 置  

所 有 者    

電  話  

給 水 装 置  

管 理 人  
現  

  

電  話  

給 水 装 置  

管 理 人  
前  

  

電  話  

担  当  係  長  副 課 長  主 幹 ・ 技 幹  課  長  給 水 装 置 台 帳 番 号  

     

 

備  考  
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使 用 者 名             使 用 者 名             

代 表 者  

１  

 

15  

 

２  

 

16  

 

３  

 

17  

 

４  

 

18  

 

５  

 

19  

 

６  

 

20  

 

７  

 

21  

 

８  

 

22  

 

９  

 

23  

 

10  

 

24  

 

11  

 

25  

 

12  

 

26  

 

13  

 

27  

 

14  

 

28  
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工  事  完  了  届  

 

 

（ 宛 先 ）  新 居 浜 市 上 下 水 道 局 長  

 

申 込 人  

 

業 者 名  

 

 

１ ． 申 込 番 号      （ 上 、 西 、 東 ）   －  

 

２ ． 工 事 名 

 

３ ． 場 所         町     丁 目     番     号  

                            番 地  

 

４ ． 工 期      自      年   月   日  

              至      年   月   日  

 

５ ． 検 査 希 望 年 月 日 時           年   月   日   時  

 

６ ． 工 事 内 容 

 

 

 

 

 

係 名  係  係 長  副 課 長  

主 幹  

・  

技 幹  

課 長  

給  水  

管 理 係  
     



４－１３ 
 

寄  附  採  納  願  

 

  年   月   日  

   

（ 宛 先 ） 新 居 浜 市 長  

 

                 住  所                

 

                 氏  名              印  

 

   次 の と お り 、 給 水 管 を 寄 附 し ま す か ら 採 納 願 い ま す 。  

 

 

１  寄 附 物 件  

（ １ ） 名  称    上 水 道 給 水 管 （ 令 和   年 度  申 込 番 号        ）  

 

（ ２ ） 所 在 地    新 居 浜 市   

 

（ ３ ） 管 種 ・ 管 径 ・ 延 長  

 

 

 

２  寄 附 目 的  

 

 

 

３  添 付 書 類   位 置 図 ･公 図 ・ 登 記 事 項 証 明 書 ・ 丈 量 図 ・ 平 面 図 ・ 管 割 図  

横 断 図 ・ 掘 削 断 面 図 ・ 使 用 材 料 一 覧 ・ 布 設 内 訳 一 覧  

 

４  そ の 他    完 成 検 査 後 、 2 年 間 は 申 込 者 の 管 理 と し 、 そ の 後 管 理 引 継 ぎ 検

査 を 行 い ま す 。  



４－１４ 
 

寄 附 条 件  

 

１  上 下 水 道 局 と 事 前 協 議 を 行 い 、 局 の 基 準 で 施 行 し た も の 。  

 

２  給 水 管 埋 設 土 地 が 公 道 又 は 準 市 道 に 埋 設 さ れ て い る も の  

 

３  給 水 管 口 径 が 50m m 以 上 で あ る こ と 。  

 

４  布 設 後 数 年 経 過 し た も の に つ い て は 、  

 ① 給 水 管 布 設 跡 の 舗 装 の た る み 等 が な い こ と 。  

 ② 制 水 弁 ボ ッ ク ス 等 の 凸 凹 の 調 整 な さ れ て い る こ と 。  

 ③ そ の 時 点 で 漏 水 が な い こ と 。  

 

５  完 成 検 査 後 、 2 年 間 は 申 込 者 の 管 理 と す る 。  

 

６  そ の 他 、 管 理 上 の 問 題 が 無 い こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４－１５ 
 

年   月   日   

 

給 水 管 管 理 申 込 書  
 

 

（ 宛 先 ）  新 居 浜 市 上 下 水 道 局 長  

 

                申 込 者  住  所  

 

                    氏  名            印  

                    （ T E L）   

 

 私 （ 当 社 ） が 布 設 し た 次 の 給 水 管 に つ い て 、 上 下 水 道 局 管 理 基 準 に 同 意 い た し

ま す の で 、 管 理 の 受 諾 を お 願 い し ま す 。  

 

１  管 理 物 件  

 

  名  称 （ 申 込 年 度 、 申 込 番 号 ）                        

 

  所 在 地                                 

 

  管 種 、 管 径 、 延 長                            

 

 

２  添 付 書 類  

  

  位 置 図 、 平 面 図 、 管 割 図 、 横 断 図 、 掘 削 断 面 図  

 

  利 害 関 係 者 の 同 意 書 等  

 

 

 



４－１６ 
 

管 理 条 件  
 

１  管 理 受 託 と は 、 当 該 給 水 管 の 下 記 ２ ・ ３ 項 に 記 す 道 路 面 の 管 路 で あ っ て 、 取
り 扱 い は 寄 付 採 納 と 同 等 と す る 。  

 
２  給 水 管 埋 設 土 地 が 公 道 面 （ 市 道 、 農 道 、 準 市 道 ） で あ る こ と 。 ま た 、 私 道 に

あ っ て は 、 権 利 者 等 の 同 意 （ 同 意 書 ） を 得 た 私 道 面 で あ る こ と 。 た だ し 、 私 道
の 権 利 者 等 に 異 動 が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 異 動 届 を 提 出 す る 。  

 
３  管 理 と は 直 圧 給 水 公 道 部 を 対 象 と し 、 受 水 槽 を 含 む 造 成 地 内 は 管 理 対 象 外 と

す る 。 （ 受 水 槽 を 含 む 造 成 地 内 は 、 給 水 装 置 管 理 者 に て 行 う こ と ）  
 
４  給 水 管 口 径 が φ 30mm 以 上 φ 50mm 以 下 で 、事 前 に 管 理 協 議 又 は 局 の 指 示 で 施 行

し た も の 。 た だ し 、 φ 25mm 以 下 は 除 く 。  
 
５  布 設 後 数 年 経 過 し た も の に つ い て は 、  

① 給 水 管 布 設 跡 の 舗 装 の た る み 等 が な い こ と 。  
② 制 水 弁 ボ ッ ク ス 等 の 凸 凹 の 調 整 が な さ れ て い る こ と 。  
③ そ の 時 点 で 漏 水 の な い こ と 。  

 
６  完 成 検 査 後 ２ 年 間 に つ い て は 、 申 込 者 又 は 施 工 業 者 に て 給 水 工 事 に 係 る 舗 装

を 含 む 路 面 管 理 を 行 う こ と 。  
 
７  そ の 他 管 理 上 問 題 が 無 い こ と 。 （ 完 成 検 査 に 合 格 し た も の 及 び 不 備 な 箇 所 を

手 直 し し た も の ）  
 
８  受 諾 後 は 、 上 下 水 道 局 の 事 情 に よ り 当 該 給 水 管 の 修 理 、 分 岐 給 水 及 び 布 設 替

等 を 行 っ て も 、 一 切 の 異 議 申 し 立 て を 行 わ な い こ と 。  
 

 

利害関係者の同意書  

 住   所  氏   名  印  

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

申 込 者     

 


